
■新型コロナウイルスに関する電話相談窓口
◇新型コロナウイルス感染症にかかったかも？と思ったら、各都道府県が開設している
「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談しましょう。

•同センターでは新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付けています。
•相談内容から同感染症の疑いがあると判断した場合、その方への適切な診察を行う「帰国者・接触者
外来」への受診調整を行っています。

•新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談を行いたい場合は都道府県等が開設している 「新
型コロナウイルス一般電話相談窓口」へお問い合わせ下さい。

•各都道府県が公表している、帰国者・接触者相談センター及び一般電話相談窓口のまとめページ(①)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-
kikokusyasessyokusya.html

◇厚生労働省が開設した電話相談窓口
電話番号 ０１２０－５６５６５３ （フリーダイヤル）
受付時間 ９：００から２１：００ （土日・祝日も実施）

◇厚生労働省による新型コロナウイルス感染症情報のLINE公式アカウント
友達追加はこちらから(②） https://lin.ee/qZZIxWA
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工事現場等における新型コロナウイルス感染症への対応について
～ 建設現場において、現場作業に従事する者が感染する事態が発生 ～

連日、新型コロナウイルス感染症の発症報道がなされ、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部よ

り「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が示されたところですが、全国２か所の建設現場
において、現場作業に従事する者が新型コロナウイルスに感染する事態が発生しました。
政府の基本方針に則った対策を講じることに加え、工事現場等においては、下記を踏まえて適切な対

応をお願いします。

また、状況は日々刻々と変化しています。政府及び関係機関からの発表や通知等に応じ、迅
速かつ適切な措置を講じていただくよう、お願いします。

※「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihonhousin.pdf

★作業従事者等の感染が判明した場合
•作業従事者等の感染が判明した場合には、発注者及び保
健所に速やかに報告してください。

•保健所等の指導に基づき、感染者本人や本人と濃厚接触
した疑いのある者の自宅待機をはじめ、適切な措置を講
じましょう。

■感染予防の徹底
•現場状況を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消
毒等、感染症予防を徹底しましょう。

•すべての作業従事者等の健康管理に留意し、発熱等の風邪の症状がみられるときは休暇を取
得し、自宅待機させるなど適切な対応をしましょう。

■報告体制の構築
•作業従事者等の新型コロナウイルス感染が判明した場合の連絡体制を構築しておきましょう。

•感染した作業従事者や濃厚接触者等が現場作業に従事できなくなることに伴い、受注者は必要に応じ
て、工事等の一時中止や工期の見直し等に係る協議を発注者に申し出ることが可能です。
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